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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＩＣダイの少なくとも１つの縁部によって画定された主面を有する当該ＩＣダイであっ
て、前記主面が、超音波検知領域を備え、キャビティ内に前記ＩＣダイを懸架するための
複数の導電性コンタクトプレートを担持する、当該ＩＣダイと、
　前記ＩＣダイを備える前記キャビティを画定する少なくとも１つの更なる縁部を有する
本体であって、前記少なくとも１つの更なる縁部が、複数の第１の更なる導電性接触面部
分を備える当該本体と、
を含む、先端を備える超音波プローブであって、
　各導電性コンタクトプレートが、前記本体の前記更なる縁部にある前記更なる導電性接
触面部分と対合するため前記少なくとも１つの縁部によって画定された露出された接触面
部分を含むように、前記複数の導電性コンタクトプレートは、前記少なくとも１つの縁部
を越えて前記ＩＣダイの前記主面から延び、前記少なくとも１つの更なる縁部が、前記Ｉ
Ｃダイを受けるための前記キャビティを画定し、
　各第１の更なる導電性接触面が、前記導電性コンタクトプレートの１つの接触面部分に
導電結合される、
超音波プローブ。
【請求項２】
　前記超音波検知領域は、複数の微細加工された静電容量型トランスデューサ（ＣＭＵＴ
）要素によって画定される、請求項１に記載の超音波プローブ。
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【請求項３】
　前記主面は、複数のボンドパッドを備え、前記各導電性コンタクトプレートが前記ボン
ドパッドの１つから延びる、請求項１又は２に記載の超音波プローブ。
【請求項４】
　前記導電性コンタクトプレートは、金属又は金属合金から形成される、請求項１乃至３
の何れか一項に記載の超音波プローブ。
【請求項５】
　前記金属又は前記金属合金は、反磁性である、請求項４に記載の超音波プローブ。
【請求項６】
　前記導電性コンタクトプレートは、少なくとも２０ミクロンの厚さを有する、請求項１
乃至５の何れか一項に記載の超音波プローブ。
【請求項７】
　前記各第１の更なる導電性接触面が、導電性はんだ又は導電性接着剤によって前記導電
性コンタクトプレートの１つの接触面部分に導電結合される、請求項１に記載の超音波プ
ローブ。
【請求項８】
　前記本体がフレックスフォイル上に複数の導電性トラックを含む当該フレックスフォイ
ルを備え、各導電性トラックが、前記第１の更なる接触面の１つを含む、請求項１又は７
に記載の超音波プローブ。
【請求項９】
　前記先端は、信号処理回路構成入力に導電結合された複数の回路基板コンタクトを担持
するプリント回路基板上に当該信号処理回路構成を更に収容し、前記フレックスフォイル
は、前記ＩＣダイを収容する環状区域と、前記環状区域から延びる弧状区域とを備え、前
記弧状区域は、対向する縁部の対を備え、各縁部が、複数の第２の更なる導電性接触面を
備え、各第２の更なる導電性接触面が、前記導電性トラックの１つの一部を形成し、前記
各第２の更なる導電性接触面が、前記回路基板コンタクトの１つに導電結合される、請求
項８に記載の超音波プローブ。
【請求項１０】
　請求項７乃至９の何れか一項に記載の超音波プローブを備える、超音波診断システム。
【請求項１１】
　ＩＣダイにコンタクトを提供する方法であって、当該方法は、
　複数のＩＣダイを備えるウェハを提供するステップであって、各ＩＣダイが、複数の導
電性コンタクトを担持する主面を備え、前記ＩＣダイが、犠牲領域によって互いから空間
的に分離される、ステップと、
　それぞれの前記主面のキャビティ内に前記ＩＣダイを懸架するための導電性コンタクト
プレートを形成するステップであって、前記導電性コンタクトプレートのそれぞれが、前
記導電性コンタクトの１つから前記犠牲領域の１つに延在する、ステップと、
　前記各ＩＣダイの前記主面が前記ＩＣダイの少なくとも１つの縁部によって画定される
ように、前記犠牲領域を除去することによって前記ＩＣダイをシンギュレーションするス
テップと、
　前記キャビティを画定する少なくとも１つの更なる縁部を有する本体であって、前記少
なくとも１つの更なる縁部が、複数の第１の更なる導電性接触面部分を備える当該本体を
形成するステップと、
　前記本体を前記ＩＣダイと対合させるステップと、
を含み、
　各導電性コンタクトプレートが、前記本体の前記少なくとも１つの更なる縁部にある前
記更なる導電性接触面部分と対合するため前記少なくとも１つの縁部によって画定された
露出された接触面部分を含むように、前記導電性コンタクトプレートが、前記主面から前
記少なくとも１つの縁部を越えて延在し、前記少なくとも１つの更なる縁部が、前記ＩＣ
ダイを受けるための前記キャビティを画定し、
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　各第１の更なる導電性接触面が、前記導電性コンタクトプレートの１つの接触面部分に
導電結合される、方法。
【請求項１２】
　前記導電性コンタクトプレートを前記それぞれの主面上に形成するステップは、前記そ
れぞれの主面上に導電性材料をめっきすることによって、少なくとも２０ミクロンの厚さ
に導電性コンタクトプレートを形成するステップを含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記それぞれの主面に複数のトレンチを形成するステップを更に含み、各トレンチは、
前記導電性コンタクトの１つから前記犠牲領域の１つに延在し、前記導電性コンタクトプ
レートを前記それぞれの主面上に形成するステップは、前記トレンチに導電性材料を充填
するステップを含む、請求項１１又は１２に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波検知領域を備えるＩＣダイ等、複数のコンタクトを担持する集積回路
（ＩＣ：integrated circuit）ダイに関する。
【０００２】
　本発明は、更に、そのようなＩＣダイを備える先端を含む超音波プローブに関する。
【０００３】
　本発明は、更に、そのような超音波プローブを含む超音波診断システムに関する。
【０００４】
　本発明は、更に、そのようなＩＣダイにコンタクトを提供する方法に関する。
【背景技術】
【０００５】
　ＩＣは、様々な適用領域で使用されている。ＩＣは、典型的には、プリント回路基板等
の何らかのキャリアに取り付けられ得るダイ又はチップの形態で提供され、ここで、ＩＣ
ダイとキャリアとの間の電気接続は、任意の適切な態様で、例えばボンドワイヤ及びボー
ルグリッドアレイ等を使用して提供され得る。多くの適用領域において、電気接続の性質
は特に重要でない。なぜなら、通常、ＩＣダイはパッケージングされて外界から保護され
、ＩＣダイ、キャリア、及びそれらの間の電気接続の寸法が大きい設計自由度を示すから
である。
【０００６】
　ＩＣダイはますます多機能になっており、例えば、多様な異なるデバイスで利用され得
る検知機能を備えることがある。一例が米国特許出願公開第２０１２／００９２１２７Ａ
１号に提供されており、ここでは、センサ機能を含むＩＣダイが、手書き及び指紋認識を
提供するために携帯電話に含まれる。ＩＣダイは、携帯電話に埋め込まれる。この従来技
術の引用文献における一実施形態では、限定はしないがＡＳＩＣを含む１つ又は複数のＩ
Ｃを直接取り付けるためのプラットフォームとして、複合型センサデバイスの可撓性の上
側基板が提供される。検知ワイヤ及び引き回しリード線を含む可撓性の上側基板が下側基
板の縁部の周りに巻き付けられ得、巻き付けられた縁部が１つ又は複数のＩＣを担持し、
従って、ＩＣは下側基板と上側基板との間に位置され、それにより、携帯電話の縁部に延
びるデバイス及びガラスカバープレートでの最小の縁部輪郭を容易に実現する。
【０００７】
　しかし、特定の適用領域では、ＩＣダイとそのキャリアとの間の電気接続の特定の性質
がより重要である。例えば、超音波検知機能を含むＩＣダイが、超音波カテーテル等の超
音波プローブの検知先端として使用されることが増えており、その際、ＩＣダイと超音波
プローブの本体との間の電気相互接続は、比較的露出され、従って損傷をより受けやすい
。
【０００８】
　超音波検知機能を含むＩＣダイの非限定的な例は、微細加工された静電容量型超音波ト
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ランスデューサ（ＣＭＵＴ：capacitive micro-machined ultrasonic transducer）デバ
イスである。ＣＭＵＴデバイスはますます一般的となっている。なぜなら、ＣＭＵＴデバ
イスは、優れた帯域幅及び音響インピーダンス特性を提供し得るからであり、この特性が
、ＣＭＵＴデバイスを例えば圧電トランスデューサよりも好ましいものにしている。ＣＭ
ＵＴ膜の振動は、（例えば超音波を使用して）圧力を印加することによってトリガされ得
るか、又は電気的に誘導され得る。しばしば特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ：applicat
ion specific integrated circuit）等の集積回路（ＩＣ）によるＣＭＵＴデバイスへの
電気接続が、デバイスの送信モードと受信モードとの両方を容易に実現する。受信モード
では、膜位置の変化が電気容量の変化をもたらし、これは電子的に記録され得る。送信モ
ードでは、電気信号の印加が膜の振動を引き起こす。
【０００９】
　ＣＭＵＴデバイスは、一般に、バイアス電圧が印加された状態で動作する。ＣＭＵＴは
、いわゆる崩壊モードで動作され得、このモードでは、膜を制約し、基板に対して膜の一
部を制限するために、印加されるバイアス電圧が崩壊電圧を超えるように増加される。Ｃ
ＭＵＴデバイスの動作周波数は、膜の材料及び物理的特性、例えば剛性、並びにキャビテ
ィのサイズによって特徴付けられる。バイアス電圧及びＣＭＵＴデバイスの適用も動作モ
ードに影響を及ぼす。圧力は、膜の偏向を引き起こし、これが、容量の変化として電子的
に検知される。次いで、圧力読取値が導出され得る。
【００１０】
　ＩＣダイと超音波プローブの本体との電気相互接続は、ボンドワイヤを使用して提供さ
れ得るが、ボンドワイヤは、比較的壊れ易く、ＩＣダイの検知領域へのレンズ材料（時と
して音響窓と呼ばれる）の均質な塗布を妨げるか、又は更にはできなくすることがある。
なぜなら、この塗布プロセス中、ボンドワイヤが損壊されないことに注意が払われなけれ
ばならないからである。更に、このレンズ材料の高さは、典型的にはボンドワイヤの所要
の最小ピッチによって定められる。ボンドワイヤは典型的にはＩＣダイの外縁部の周りで
湾曲するため、これは、プローブの感度を損なうことがあり、プローブ先端の断面の全体
的な寸法を増加させ得る。これは、コンパクトな超音波プローブ（例えばカテーテル）が
必須である環境（例えば心臓検査）で使用するためのそのようなコンパクトなプローブの
形成を妨げることがある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明は、超音波プローブのキャビティ等の受取体積内でのＩＣダイの集積を容易にす
るロバストなコンタクトを有する、ＩＣデバイスを提供しようとするものである。
【００１２】
　本発明は、更に、そのようなＩＣダイを含む超音波プローブを提供しようとするもので
ある。
【００１３】
　本発明は、更に、ＩＣダイにロバストなコンタクトを提供する方法を提供しようとする
ものである。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　一態様によれば、ＩＣダイの少なくとも１つの縁部によって画定された主面を有する当
該ＩＣダイであって、前記主面が、キャビティ内に前記ＩＣダイを懸架するための複数の
導電性コンタクトプレートを担持し、各導電性コンタクトプレートが、本体の少なくとも
１つの更なる縁部にある更なる導電性接触面部分と対合するため前記少なくとも１つの縁
部によって画定された露出された接触面部分を含むように、前記複数の導電性コンタクト
プレートは、前記少なくとも１つの縁部を越えて前記主面から延び、前記少なくとも１つ
の更なる縁部が、前記ＩＣダイを受けるための前記キャビティを画定する、ＩＣダイが提
供される。
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【００１５】
　ＩＣダイの境界又は縁部を越えて延びるコンタクトプレートを提供することにより、コ
ンタクトプレートの底部、即ち少なくとも１つの縁部によって画定された接触面部分と、
ＩＣダイを取り囲むように意図された受取表面、例えばＩＣダイを受けるためのキャビテ
ィを画定する本体の少なくとも１つの更なる縁部とによってロバストなコンタクトが実現
され得る。これは、ＩＣダイと受取表面との間の電気的接触を確立する単純な態様を提供
するだけでなく、更に、ＩＣダイの主面から出るコンタクトが実質的に平坦であることを
保証し、それにより、必要な場合に主面上へのレンズ材料の均質な堆積を容易にする。
【００１６】
　これは、主面が超音波検知領域を更に備える場合に特に重要である。なぜなら、そのよ
うな実施形態では、低減された厚さで形成され得るレンズ材料の均質性が向上し、それに
より、ＩＣダイの感度が改良されることから、超音波検知領域の画像形成機能が向上し得
るからである。
【００１７】
　一実施形態では、超音波検知領域は、複数の微細加工された静電容量型トランスデュー
サ（ＣＭＵＴ）要素によって画定される。これは、均質なレンズ材料が比較的小さい厚さ
に容易に形成され得るため、特に高感度の超音波検知領域を容易に実現するという利点を
有する。
【００１８】
　主面は、複数のボンドパッドを備えることができ、各導電性コンタクトプレートが前記
ボンドパッドの１つから延びる。例えば、導電性コンタクトプレートは、ボンドパッド上
にめっきされ得る。代替として、導電性コンタクトプレートは、例えばめっきによって、
ボンドパッドから延在するトレンチ内に形成され得、これは、ＩＣダイの主面が面一であ
り得る、即ちコンタクトプレートが主面の上に形成されるのではなく主面内に位置すると
いう利点を有する。
【００１９】
　導電性コンタクトプレートは、金属又は金属合金から形成され得る。幾つかの実施形態
では、金属又は金属合金は、磁気共鳴撮像デバイス等の磁性デバイス内でのＩＣダイの使
用を容易にするために、反磁性であり得る。例えば、反磁性金属は、銅、又はニッケル、
又は任意の他の適切な反磁性金属であり得る。
【００２０】
　コンタクトプレートは、好ましくは、少なくとも２０ミクロン、少なくとも５０ミクロ
ン、又は更には少なくとも１００ミクロンの厚さを有して、コンタクトプレートのロバス
ト性を実質的に高め、それにより、ＩＣダイのその受取体への取付中又はＩＣダイの使用
中に導電性コンタクトプレートが損壊されるのを更に防止する。
【００２１】
　一実施形態では、ＩＣダイは、単一の連続的な縁部を備える。例えば、ＩＣダイは円形
ダイであり得る。
【００２２】
　更なる態様によれば、上の実施形態の１つによる超音波検知領域を含むＩＣダイを含む
先端と、ＩＣダイを備えるキャビティを画定する少なくとも１つの更なる縁部を有する本
体とを備える超音波プローブであって、前記少なくとも１つの更なる縁部が、複数の第１
の更なる導電性接触面を備え、各第１の更なる導電性接触面が、前記コンタクトプレート
の１つの接触面部分に導電結合される、超音波プローブが提供される。導電性コンタクト
プレートと１つ又は複数の本体縁部との間の接触面にＩＣダイと先端本体とのコンタクト
を提供することによって、特にコンパクトであり且つロバストなコンタクトの組が提供さ
れ、これは、ＩＣダイの超音波検知領域にわたって比較的厚い保護層を不要にし、それに
より、前方視超音波カテーテル等、超音波プローブのロバスト性及び感度を改良する。
【００２３】
　各第１の更なる導電性接触面が、導電性はんだ又は導電性接着剤によって前記コンタク
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トプレートの１つの接触面部分に導電結合され得る。
【００２４】
　一実施形態では、前記本体がフレックスフォイルを備え、フレックスフォイル上に複数
の導電性トラックを含み、各導電性トラックが、前記第１の更なる接触面の１つを含む。
これは、特に小さいフォームファクタを有する超音波プローブが提供され得るという利点
を有し、これは、心臓等、患者の身体の厄介な領域でのそのようなプローブの使用を容易
にする。これは、特に、ＩＣダイが単一の連続的な縁部を有する場合、例えば円形ダイで
ある場合に当てはまる。
【００２５】
　先端は、信号処理回路構成入力に導電結合された複数の回路基板コンタクトを担持する
プリント回路基板上に信号処理回路構成を更に収容し；フレックスフォイルは、ＩＣダイ
を収容する環状区域と、環状区域から延びる弧状区域とを備え、前記弧状区域は、対向す
る縁部の対を備え、各縁部が、複数の第２の更なる導電性接触面を備え、各第２の更なる
導電性接触面が、前記導電性トラックの１つの一部を形成し；及び各第２の更なる導電性
接触面が、前記回路基板コンタクトの１つに導電結合される。この構成は、特にコンパク
トな先端の形成を容易にする。
【００２６】
　先端は、樹脂内にカプセル化され得、外界への露出から信号処理回路構成を保護する。
【００２７】
　別の態様によれば、本発明の一実施形態による超音波プローブを備える超音波診断シス
テムが提供される。
【００２８】
　更に別の態様によれば、ＩＣダイにコンタクトを提供する方法であって、当該方法は、
複数のＩＣダイを備えるウェハを提供するステップであって、各ダイが、複数の導電性コ
ンタクトを担持する主面を備え、ダイが、犠牲領域によって互いから空間的に分離される
、ステップと；それぞれの主面に導電性コンタクトプレートを形成するステップであって
、前記導電性コンタクトプレートのそれぞれが、前記導電性コンタクトの１つから前記犠
牲領域の１つに延在する、ステップと；各ＩＣダイの主面がＩＣダイの少なくとも１つの
縁部によって画定されるように、前記犠牲領域を除去することによってＩＣダイをシンギ
ュレーションするステップとを含み、各導電性コンタクトプレートが、本体の少なくとも
１つの更なる縁部にある更なる導電性接触面部分と対合するため前記少なくとも１つの縁
部によって画定された露出された接触面部分を含むように、前記導電性コンタクトプレー
トが、前記主面から前記少なくとも１つの縁部を越えて延在し、前記少なくとも１つの更
なる縁部が、前記ＩＣダイを受けるための前記キャビティを画定する、方法が提供される
。これは、前に説明したように受取キャビティ内にＩＣダイが配置されるべき用途におい
て使用され得る複数のＩＣダイを提供する。
【００２９】
　導電性コンタクトプレートを前記それぞれの主面上に形成するステップは、特にロバス
トなコンタクトプレートの組を得るためにそれぞれの主面上に導電性材料をめっきするこ
とによって、少なくとも２０ミクロンの厚さに導電性コンタクトプレートを形成するステ
ップを含むことがある。
【００３０】
　一実施形態では、この方法は、前記それぞれの主面に複数のトレンチを形成するステッ
プを更に含み、各トレンチは、前記導電性コンタクトの１つから前記犠牲領域の１つに延
在し、導電性コンタクトプレートを前記それぞれの主面上に形成するステップは、前記ト
レンチに導電性材料を充填するステップを含む。これは、実質的に面一の主面を有するＩ
Ｃダイが生成され得るという利点を有する。
【００３１】
　本発明の実施形態を、添付図面を参照して非限定的な例によってより詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
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【００３２】
【図１】本発明の一実施形態によるＩＣダイのコンタクトを形成する方法を概略的に示す
。
【図２】図１の方法に従って製造されるＩＣダイの非限定的な例の断面図を概略的に示す
。
【図３】図１の方法のステップに対する変形形態を概略的に示す。
【図４】本発明の別の実施形態によるＩＣダイのコンタクトを形成する方法を概略的に示
す。
【図５】図４の方法に従って製造されるＩＣダイの非限定的な例の断面図を概略的に示す
。
【図６】本発明の一実施形態による超音波プローブの本体の一態様の上面図を概略的に示
す。
【図７】本発明の一実施形態による超音波プローブの先端の一態様の断面図を概略的に示
す。
【図８】本発明の一実施形態による超音波プローブの先端を形成するための方法を概略的
に示す。
【図９】本発明の一実施形態による超音波プローブの一態様の斜視図を概略的に示す。
【図１０】本発明の一実施形態による超音波プローブを含む超音波診断システムの非限定
的な例を概略的に示す。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　図面は概略に過ぎず、正しい縮尺で描かれていないことを理解されたい。また、図面を
通して、同一又は同様の部分を示すために同じ参照番号が使用されることも理解されたい
。
【００３４】
　図１は、本発明の一実施形態によるＩＣダイのコンタクトを形成する方法を概略的に示
す。典型的には、コンタクトは、ＩＣダイ１００がウェハ１の一部を形成するときに形成
され、ここで、ＩＣダイ１００は、ウェハ１の犠牲部分２によって分離されている。ステ
ップ（ａ）で、そのようなウェハ１が提供される。ウェハ１は、任意の適切な材料又は材
料の組合せから形成され得、任意の適切な寸法、例えば４インチ、６インチ、及び８イン
チの直径等を有し得る。また、ウェハ１上のＩＣダイ１００は、任意の適切な機能又は回
路構成を含む任意の適切なＩＣダイであり得る。理解されるように、ＩＣダイ１００の性
質又は実施形態は、本発明の少なくとも幾つかの態様に特には重要でない。なぜなら、以
下により詳細に説明するように、これらの態様は、ＩＣダイ１００の形状に合致する受取
体の凹部又はキャビティ内にＩＣダイ１００が取り付けられ得るように、任意の適切な形
状を有する任意のタイプのＩＣダイ１００にコンタクトを提供することに単に関係するか
らである。
【００３５】
　幾つかの実施形態では、ＩＣダイ１００の主面は、中央検知領域１１０、例えば超音波
トランスデューサのアレイ（ＣＭＵＴセル又は圧電超音波トランスデューサのアレイ等）
を備え得る。そのような検知アレイの製造は、それ自体良く知られており、簡潔にするた
めに、更に詳細には説明しない。任意の適切な態様で提供され得る任意の適切な中央検知
領域１１０が使用され得ると言えば十分である。ＩＣダイ１００は、任意の適切な形状、
例えば円形状又は多角形状を有し得る。幾つかの実施形態では、例えば、以下により詳細
に説明するようにＩＣダイ１００が超音波プローブに集積されるべき場合、ＩＣダイ１０
０は円形状を有し得る。
【００３６】
　ＩＣダイ１００は、典型的には、主面内又は主面上にあるＩＣダイ１００の内部回路構
成への電気コンタクトを提供するための複数のボンドパッド１２０又は他の外部コンタク
トを備える。ボンドパッド１２０は、任意の適切な形状を有し得、例えば、超音波トラン
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スデューサアレイ（例えばＣＭＵＴアレイ又は圧電超音波センサアレイ）等の検知領域１
１０を取り囲む主面の周縁領域に位置され得る。ボンドパッド１２０は、任意の適切な導
電性材料から形成され得る。例えば、ＣＭＯＳ製造プロセスの場合、ボンドパッド１２０
は、シリサイド系ポリシリコン、銅、アルミニウム、銅／アルミニウム合金等から形成さ
れ得る。磁場内、例えばＭＲＩデバイスの磁場内でＩＣダイ１００が使用されるべき場合
には銅が使用され得る。これは、銅が、磁場と弱い相互作用しかしない反磁性金属である
からであり、従って、そのような磁場内での少量の銅又は別の適切な反磁性金属（例えば
ニッケル若しくはチタン）は、実質的に磁場に干渉しないか、又は磁場を乱さない。
【００３７】
　明瞭にするために、犠牲ウェハ部分２によって取り囲まれる単一のＩＣダイ１００を含
むウェハ１の一部のみが示されている。ウェハ１が典型的にはシンギュレーションされる
複数のＩＣダイを備えることを理解すべきである。
【００３８】
　ステップ（ｂ）で、ウェハ１の主面（上面）は、後続のめっきステップ中にウェハ１の
表面にわたって電流を拡散させるための導電性金属ベース層３を設けられる。銅、ニッケ
ル、チタン、又はクロム等、任意の適切な金属又は金属合金がこの目的で使用され得る。
幾つかの実施形態では、金属ベース層３は、銅、ニッケル、又はチタン等の反磁性金属で
ある。金属ベース層３は、任意の適切な態様で、例えばスパッタリング及び／又は蒸着や
、物理気相成長（ＰＶＤ：physical vapour deposition）等によって形成され得る。形成
されるべきコンタクトが、無電解めっき又は他の金属堆積ステップを使用して形成される
場合には、金属ベース層３は省略され得る。しかし、形成されるべきコンタクトが比較的
大きい厚さ、例えば数十ミクロン、即ち２０ミクロン、５０ミクロン、１００ミクロン以
上等を有する場合、電気めっきは金属層を形成するための特に迅速な技法であるため、電
気めっきが特に有利である。
【００３９】
　次に、例えばスピンコーティングによって、ステップ（ｃ）に示されるように、ウェハ
１の露出された主面の上にフォトレジスト層４が形成される。ポリイミド及びノボラック
（Novolac）等、任意の適切なフォトレジスト材料が使用され得るが、他の適切なフォト
レジスト材料も当業者には明らかである。
【００４０】
　その後、ステップ（ｄ）で、トレンチ５を形成するためにレジスト層４がパターン形成
され、トレンチ５は、ボンドパッド１２０上の領域を開き、ボンドパッド１２０からウェ
ハ１の犠牲領域２内に延びる。金属ベース層３が存在する場合には、トレンチ５によって
金属ベース層３が露出される。金属ベース層３が存在しない場合には、トレンチ５によっ
て、ボンドパッド１２０、及びウェハ１の領域が露出される。トレンチ５は、任意の適切
な態様で形成され得、例えば、フォトマスク（図示せず）を通るＵＶ放射を使用してレジ
スト層４を現像し、現像された（又は現像されていない）フォトレジスト材料を例えば適
切な溶剤を使用して除去してトレンチ５を形成することによって形成され得る。これはそ
れ自体良く知られているため、簡潔にするために、より詳細には説明しない。
【００４１】
　この点で、フォトレジスト層４の代わりにハードマスク層を使用し、後に、トレンチ５
を形成するために、適切なエッチングレシピを使用してハードマスク層がパターン形成さ
れるようにすることも同様に実現可能であることに留意されたい。この実施形態では、金
属ベース層３は、例えばエッチングストップ層として使用され得る。ここでも、これはそ
れ自体良く知られているため、簡潔にするために、より詳細には説明しない。
【００４２】
　ステップ（ｅ）で、ボンドパッド１２０からウェハ１の犠牲領域２内に延びるコンタク
トプレート１３０を形成するために、トレンチ５に導電性材料、好ましくは金属が（一部
）充填される。幾つかの実施形態では、金属は、上で既に説明した理由から、銅又はニッ
ケル等の反磁性金属である。無電解めっき又は電気めっき等、任意の適切な堆積技法を使
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用してトレンチ５に導電性材料が充填され得る。電気めっきは、比較的高速でコンタクト
プレート１３０を形成するのに特に適している。これは、例えば、コンタクトプレート１
３０が数十ミクロン、例えば５０ミクロン又は１００ミクロン以上の厚さに形成される場
合に有利である。
【００４３】
　次に、ステップ（ｆ）に示されるように、存在する場合には金属ベース層３を露出させ
るために、フォトレジスト層４がウェハ１からストリップされる。金属ベース層３が存在
しない場合には、ウェハ１が露出される。フォトレジスト層４は、任意の適切な溶剤又は
流体を使用してストリップされ得る。代替として、ハードマスクが代わりに使用される場
合、ハードマスクは、この時点で、例えば金属ベース層３で終端する適切なエッチングレ
シピを使用して除去され得る。
【００４４】
　ステップ（ｇ）は、金属ベース層３が存在する場合にのみ適用される任意選択的なステ
ップである。このステップでは、犠牲領域２を含むウェハ１の主面を露出させるために、
例えば適切なエッチングレシピを使用して金属ベース層３の露出部分が除去される。金属
ベース層３はそれぞれのコンタクトプレート１３０間の短絡を形成するため、このステッ
プが必要である。金属ベース層３が、コンタクトプレート１３０に対して選択的に除去さ
れ得る金属から形成される場合、例えば金属ベース層３とコンタクトプレート１３０とが
異なる金属から形成される場合、金属ベース層３の露出部分は、マスクレスステップで、
即ちコンタクトプレート１３０をハードマスクとして使用して除去され得る。代替として
、例えば金属ベース層３とコンタクトプレート１３０とが同様又は同一の金属から形成さ
れる場合、コンタクトプレート１３０によって占有される領域外の金属ベース層３を選択
的に除去するためにリソグラフィマスクが塗布され得る。
【００４５】
　最後に、ステップ（ｈ）に示されるように、ＩＣダイ１００が個別化される。このため
に、ウェハ１の犠牲部分２が、例えば裏面エッチングステップによって選択的に除去され
る。裏面エッチングステップは、円形ＩＣダイを形成するときに一般に適用される。なぜ
なら、典型的には、そのようなダイ形状はウェハダイシングによって得ることができない
からである。そのようなウェハ裏面エッチングプロセスは、それ自体良く知られているた
め、簡潔にするために、更に詳細には説明しない。得られるＩＣダイ１００は、複数のコ
ンタクトプレート１３０を備え、これらのコンタクトプレート１３０は、縁部１０２（又
は多角形ＩＣダイの場合には複数の縁部）を越えてボンドパッド１２０から延在する。
【００４６】
　ステップ（ｈ）でのＡ－Ａ’線に沿ったＩＣダイ１００の非限定的な例示的実施形態の
断面図が、図２に概略的に示されている。ＩＣダイは、ここでは複数のＣＭＵＴセル１５
０によって画定された検知領域１１０を備え、各ＣＭＵＴセル１５０が、キャビティ１５
６によって第２の電極１５４から分離された第１の電極１５２を含む。第１の電極１５２
と第２の電極１５４とは、任意の適切な導電性材料、例えばアルミニウム、銅、及びニッ
ケル等を含む適切な金属又は金属合金から形成され得る。第１の電極１５２及び第２の電
極１５４は、それぞれの電気絶縁層（図示せず）によってキャビティ１５６から分離され
得、電気絶縁層は、任意の適切な誘電体材料、例えばＳｉＯ２又はＳｉ３Ｎ４等を含み得
る。第２の電極１５４は、ＣＭＵＴセル１５０の膜に埋め込まれることができ、この膜は
、（パターン形成された）誘電体層スタック１０６の一部を形成し得、誘電体層スタック
１０６は、適切な誘電体材料、例えばＳｉＯ２又はＳｉ３Ｎ４等からなる１つ又は複数の
層を含み得る。しかし、他のタイプのセンサセル、例えば圧電超音波センサセルも同様に
実現可能であること、又は幾つかの実施形態では検知領域１１０が存在しなくてもよいこ
とを理解されたい。
【００４７】
　任意の適切な導電性材料から形成され得る誘電体層スタック１０６の少なくとも一部、
例えばバイア１０８を通って延在する導電性インターコネクトによって、ボンドパッド１
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２０は、典型的には、ＩＣダイ１００内部の導電性構造に接続される。ＩＣダイ１００は
、典型的には基板１０４を備え、基板１０４は、例えば特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ
）を画定する回路要素（図示せず）を含み得、この回路要素は、それ自体良く知られてい
るように、メタライゼーションスタック（図示せず）によって相互接続され得る。
【００４８】
　ＣＭＵＴセル１５０は、任意の適切な材料又は材料の組合せ、例えば１つ又は複数の誘
電体層から形成され得るパッシベーション及び／又は平坦化層スタック１０５によって、
基板１０４（及びメタライゼーションスタック）から分離され得る。バイア１０８は、パ
ッシベーション及び／又は平坦化層スタック１０５を通って延在し得、ボンドパッド１２
０を、基板１０４上に形成された回路要素に接続する。代替として、別個のバイア（図示
せず）が、パッシベーション及び／又は平坦化層スタック１０５を通って存在し得、それ
により、バイア１０８は、これらの別個のバイア及びメタライゼーションスタックを介し
て回路要素に接続される。
【００４９】
　金属コンタクトプレート１３０は、ボンドパッド１２０から、ＩＣダイ１００の縁部（
又は複数の縁部）１０２を越えて延在し、それにより、金属コンタクトプレート１３０は
、縁部１０２によって画定された接触面部分１３２を含む。これにより、ＩＣダイ１００
が、１つ又は複数の更なる縁部によって画定された本体の凹部等に配置され、それにより
ＩＣダイ１００の大部分がこの凹部内に凹設され、一方、コンタクトプレート１３０の接
触面部分１３２は、この本体の更なる縁部と係合し、それによりＩＣダイ１００が凹部等
の中で懸架される。非限定的な例によって以下により詳細に説明するように、本体縁部は
、典型的には、コンタクトプレート１３０の接触面部分１３２と係合するための更なるコ
ンタクトを備える。
【００５０】
　図２は、超音波検知領域１１０を含むＩＣダイ１００の非限定的な例を与えているに過
ぎないことを理解すべきである。前に説明したように、ＩＣダイ１００の内部構造又は機
能は、本発明の少なくとも幾つかの実施形態には特に重要でない。なぜなら、これらの実
施形態の発明概念は、ＩＣダイ１００が凹部等に取り付けられるときに、凹部を画定する
縁部と係合してＩＣダイ１００を担持することができるコンタクトプレート１３０を提供
することであるからである。
【００５１】
　図１の方法では、コンタクトプレート１３０は、レジスト層４に形成されるトレンチ５
の寸法によって定められるように、ウェハ１の犠牲領域２内に延在するように形成される
。この点で、トレンチ５の幾つかは、中に形成されるコンタクトプレート１３０がウェハ
１の犠牲領域２を越えて延在するように細長くてよいことに留意されたい。これは、図３
に概略的に示される。これは、例えば前述の裏面エッチングステップによるウェハ１から
のＩＣダイ１００の解放時に、ＩＣダイ１００が、延在したコンタクトプレート１３０に
よってウェハ１内で懸架されたままであるという利点を有する。次いで、ＩＣダイ１００
は、制御された態様で、例えば延在したコンタクトプレート１３０を打抜き又はレーザカ
ットすることによってウェハ１から解放され得る。
【００５２】
　図４は、コンタクトプレート１３０を形成するための代替方法を概略的に示し、ここで
は、コンタクトプレート１３０は、図１におけるようにダイの主面の上ではなく、ＩＣダ
イ１００内に形成される。図１と図４との両方において同じ参照番号は、図１の詳細な説
明で前述したものと同じ意味合いを有し、従って、これらの参照番号に対応する特徴は、
簡潔にするために、再び詳細には説明しない。前述したのと同様に、方法は、ウェハ１を
提供するステップ（ａ）で始まり、ここで、ＩＣダイ１００は、ウェハ１の犠牲部分２に
よって分離される。前述したのと同様に、各ＩＣダイ１００は、典型的には、主面内又は
主面上のＩＣダイ１００の内部回路構成への電気コンタクトを提供するための複数のボン
ドパッド１２０又は他の外部コンタクトを備える。ボンドパッド１２０は、超音波トラン
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スデューサアレイ（例えばＣＭＵＴアレイ又は圧電超音波センサアレイ）等、検知領域１
１０を取り囲み得る。
【００５３】
　ステップ（ｂ）で、前に説明したのと同様に、ウェハ１の主面の上にフォトレジスト層
４が形成されて現像される。次に、ステップ（ｃ）で、現像されたフォトレジスト層４に
よって露出されたウェハ１の領域にトレンチ５’が形成される。トレンチ５’は、適切な
エッチングレシピによって形成され得、各トレンチ５’は、典型的にはボンドパッド１２
０に沿って延在する。選択されるエッチングレシピに対してボンドパッド１２０が不活性
である場合には、ボンドパッド１２０は、パターン形成されたフォトレジスト層４によっ
て露出され得、即ちエッチングレシピに露出され得る。これは、パターン形成されたフォ
トレジスト層４の開口が、ボンドパッド１２０のそれぞれの縁部と正確に位置合わせされ
る必要がないという利点を有する。トレンチ５’を形成するためのエッチングステップは
、ＩＣダイ１００内のエッチングストップ層で終端し得る。例えば、基板１０４の上のパ
ッシベーション及び／又は平坦化スタック１０６が、エッチングストップ層として使用さ
れ得る。代替として、専用のエッチングストップ層が、それ自体良く知られているように
ＩＣダイ１００内に含まれ得る。
【００５４】
　次に、コンタクトプレート１３０を形成するために、導電性材料、例えば前に説明した
反磁性金属等の金属がトレンチ５’に充填される。これは、ステップ（ｄ）に示されてい
る。コンタクトプレート１３０の形成に先立って、任意選択的に、少なくともトレンチ５
’内での金属ベース層３の堆積が行われ得る。これは明示的には図示されていない。その
後、前に説明したのと同様に、ステップ（ｅ）でフォトレジスト４が除去され、ステップ
（ｆ）でＩＣダイ１００が個別化されてＩＣダイが形成され、ここで、コンタクトプレー
ト１３０は、ＩＣダイ１００の主面と面一である。
【００５５】
　これは、より詳細には図５に示されている。図５は、図４のステップ（ｆ）に示される
Ａ－Ａ’線に沿ったＩＣダイ１００の非限定的な例の断面図を概略的に示す。図２と図５
との両方において同じ参照番号は、図２の詳細な説明で前述したものと同じ意味合いを有
し、従って、これらの参照番号に対応する特徴は、簡潔にするために、詳細には再度説明
しない。見て分かるように、コンタクトプレート１３０は、ここではＩＣダイ１００内に
凹設されており、それにより、コンタクトプレート１３０の上面が、ボンドパッド１２０
と任意選択的な検知領域１１０とを含むＩＣダイ１００の主面と面一である。これは、コ
ンタクトプレート１３０があまりロバストでないことを代償として、ＩＣダイ１００が特
に面一の態様で受取キャビティ内に受け取られるようにする。なぜなら、コンタクトプレ
ート１３０の厚さがここでは誘電体層スタック１０６の厚さによって定められるからであ
り、これは、例えば、１００ミクロン以上の比較的大きい膜直径をそれぞれ有する複数の
ＣＭＵＴセル１５０を備えるＩＣダイ１００の場合、誘電体層スタック１０６の厚さを５
～１０ミクロンの範囲内にする。
【００５６】
　図５において、金属コンタクトプレート１３０は、ボンドパッド１２０（及び適用可能
な場合には、下にあるバイア１０８）の側面からＩＣダイ１００の縁部１０２を越えて延
在し、それにより、金属コンタクトプレート１３０は、縁部１０２によって画定された接
触面部分１３２を含む。これにより、ＩＣダイ１００が、１つ又は複数の更なる縁部によ
って画定された本体の凹部等に配置され、それにより、ＩＣダイ１００の大部分がこの凹
部内に凹設され、一方、コンタクトプレート１３０の接触面部分１３２は、この本体の更
なる縁部と係合し、それにより、ＩＣダイ１００が凹部等の中で懸架される。非限定的な
例によって以下により詳細に説明するように、本体縁部は、典型的には、コンタクトプレ
ート１３０の接触面部分１３２と係合するための更なるコンタクトを備える。
【００５７】
　図２と同様に、図５は、超音波検知領域１１０を含むＩＣダイ１００の非限定的な例を
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与えているに過ぎないことを理解すべきである。前に説明したように、ＩＣダイ１００の
内部構造又は機能は、本発明の少なくとも幾つかの実施形態には特に重要でない。なぜな
ら、これらの実施形態の発明概念は、凹部を画定する縁部とコンタクトプレート１３０が
係合した状態で、ＩＣダイ１００が凹部等に取り付けられるときにＩＣダイ１００を担持
することができるコンタクトプレート１３０を提供することであるからである。
【００５８】
　図６は、本発明の一実施形態によるＩＣダイ１００を受けるための開口、例えばキャビ
ティ２１０を画定する１つ又は複数の縁部２２０を有する本体２００の上面図を概略的に
示す。１つ又は複数の縁部２２０は、典型的には、複数の導電性本体接触部分２３０を担
持し、これらの本体接触部分２３０は、ＩＣダイ上のコンタクトプレート１３０のパター
ンに合致するパターンで分布される。換言すると、本体接触部分２３０は、ＩＣダイ１０
０が開口又はキャビティ２１０内に懸架されるときに、コンタクトプレート１３０の接触
面部分１３２と対合するように間隔を空けて配置される。
【００５９】
　図７は、本体２００のＡ－Ａ’線に沿った断面図を概略的に示し、ここでは、本体２０
０がＩＣダイ１００を受け取っている。本体接触部分２３０は、任意の適切な結合媒体、
例えば導電性はんだ又は導電性接着剤を使用して、コンタクトプレート１３０の接触面部
分１３２に導電結合され得る。一実施形態では、本体縁部２２０は、導電性コンタクト２
３５、例えばはんだバンプを形成するために、予備成形されたはんだシートを設けられ得
る。コンタクトプレート１３０は、本体縁部２２０に載置するため、ＩＣダイ１００が開
口２１０を通って落下するのを防止する。
【００６０】
　コンタクトプレート１３０の厚さは、デバイス製造プロセス中、例えば導電性コンタク
ト２３５の形成中又は本体２００及びＩＣダイ１００を含むデバイスのパッケージング中
にコンタクトプレート１３０が損壊されることがないように選択され得る。例えば、本体
２００が超音波プローブの一部を形成する、例えば先端を形成する場合、コンタクトプレ
ートは、数ミクロンの厚さ、又は更には数十ミクロン、例えば５０ミクロン又は１００ミ
クロン以上の厚さを有することがあり、プローブのこの部分の製造及びパッケージング中
にＩＣダイ１００が受けるストレスにＩＣダイ１００及びそのコンタクトが耐え得ること
を保証する。
【００６１】
　一実施形態では、本体接触部分２３０は、本体２００に提供された（例えば埋め込まれ
た）導電性トラック２３２の一部を形成することがあり、これは、更なる回路（図示せず
）、例えばＩＣダイ上の回路要素によって発生される信号を処理するための信号処理回路
へのＩＣダイ１００の回路構成の接続を容易にする。例えば、導電性トラック２３２は、
ＩＣダイ１００の検知領域内の超音波トランスデューサセル、例えばＣＭＵＴセルによっ
て発生される信号を、導電性トラック２３２に導電結合された信号処理構成に中継し得る
。本体縁部２２０での導電性トラック２３２及び本体接触部分２３０は、任意の適切な態
様で形成され得る。特定の実施形態では、本体接触部分２３０は、例えば電気めっき又は
無電解めっきを使用して本体縁部２２０上にめっきされる。
【００６２】
　特に有利な実施形態では、本体２００は、前方視超音波プローブの先端、例えば前方視
超音波カテーテルの先端の一部を形成することがあり、この場合、ＩＣダイ１００は、ト
ランスデューサセル、例えばＣＭＵＴセル１５０又は圧電トランスデューサセルのアレイ
を含む超音波検知領域１１０を備える。トランスデューサセルは、本体２００によって一
部を形成された超音波プローブの先端にＩＣダイ１００が取り付けられるとき、前方視超
音波撮像を容易にする。本体２００は、例えば、本体接触部分２３０によって本体縁部２
２０上に延在する複数の導電性トラック２３２を備えるフレックスフォイルを備え得る。
そのような新規のフレックスフォイルの使用の関連付けられる特定の利点は、超音波プロ
ーブの先端が革新的な態様で製造され得ることである。
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【００６３】
　現在の技術水準の解決策は、ＩＣダイ１００の周りにフレックスフォイルを巻き付け、
その後、典型的には、ボンドパッド１２０からフレックスフォイルの側面、典型的にはフ
レックスフォイルの外面に延在するボンドワイヤを使用して、ＩＣダイ１００とフレック
スフォイルとの間のインターコネクトが形成される。これらのボンドワイヤが比較的脆弱
であって最小のピッチを必要とし、その結果、前方視検知表面、即ち超音波検知領域１１
０が比較的厚いレンズ材料によって覆われることになるという前述した欠点に加えて、通
常、ＩＣダイ１００の周りへのフレックスフォイルの巻付けにより、フレックスフォイル
が、縁部１０２によって画定されたＩＣダイ１００の形状に特に良く適合しなくなる。
【００６４】
　例えば、円形ＩＣダイ１００の場合、ＩＣダイの縁部１０２の周りに巻き付けられるフ
レックスフォイルは、典型的には、皺の付いたフレックスフォイル、即ち超音波プローブ
（例えば超音波カテーテル）の長さ方向に延在する複数の折れ目を含むフレックスフォイ
ルをもたらす。従って、これは、超音波プローブ（例えばカテーテル）の外径を増加させ
、これは、超細径カテーテルが必要とされる適用領域、例えば、動脈、静脈、心筋の一部
等、人体の狭い部分の診断撮像におけるカテーテルの使用を妨げることがある。
【００６５】
　超音波検知領域１１０及びコンタクトプレート１３０を備えるＩＣダイ１００と、可撓
性本体２００（例えば可撓性本体２００の縁部２２０で本体接触部分２３０を担持するフ
レックスフォイル又は別の適切な可撓性構造を含む）との組合せは、よりコンパクトな超
音波トランスデューサの形成を容易にする。なぜなら、可撓性本体２００は、本体２００
へのＩＣダイ１００の取付前に予備成形され得るからであり、それにより、開口２１０は
、縁部１０２によって画定されるときにＩＣダイ１００の寸法に良く一致する。換言する
と、可撓性本体２００は、ＩＣダイ１００が開口又は凹部２１０内に密に嵌まるように形
作られ得る。
【００６６】
　図８は、コンタクトプレート１３０を備える円形ＩＣダイ１００を受けるためのフレッ
クスフォイルを含む本体２００を予備成形するための方法を概略的に示す。ステップ（ａ
）で、本体２００の一部を形成するフレックスフォイル２０１が提供される。一実施形態
では、フレックスフォイル２０１はＴ字形であり、第１の部分２０２を含み、第１の部分
２０２の上縁部２０３に本体接触部分２３０（図８には図示せず）を含む。例えば、本体
接触部分２３０は、前に説明したようにめっき技法を使用して形成され得る。
【００６７】
　第１の部分２０２は、ＩＣダイ１００を受けるための環状区域として形成され得る。第
２の部分２０４は、弧状区域、例えばＣ字形区域として形成され、そこに、信号処理回路
構成を担持するプリント回路基板（ＰＣＢ：printed circuit board）が収容され得る。
弧状（開）区域２０４を提供することによって、ＰＣＢとフレックスフォイル２０１との
間の接触が容易に確立され得る。フレックスフォイル２０１は、典型的には、複数の導電
性トラック２３２（図８には図示せず）を備え、これらの導電性トラック２３２は、本体
接触部分２３０から、フレックスフォイル２０１の１つ又は複数の側縁部２０５に（又は
底縁部２０６に）延在して、例えばボンドワイヤ又は任意の他の適切なインターコネクト
構造を介するＰＣＢとの接触を確立する。
【００６８】
　ステップ（ｂ）で、フレックスフォイル２０１は、接着性の可撓性支持体２５０に取り
付けられ得、可撓性支持体２５０は、好ましくは、電気絶縁材料、例えばポリイミド等の
ポリマーから形成される。可撓性支持体２５０は、フレックスフォイル２０１を支持する
長方形区域と、長方形区域から延びるテーパ付き区域とを有し得、フレックスフォイル２
０１及び可撓性支持体２５０を予め形作るのを容易にする。接着性の可撓性支持体２５０
の全体的な形状は、Ｙ字形であり得る。
【００６９】
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　次に、案内部材５００の両面間に延在する円錐台形キャビティ５１０を有する案内部材
５００が提供される。換言すると、円錐台形キャビティ５１０は、案内部材５００の１つ
の表面に比較的広い開口を有し、案内部材５００の反対側の表面に比較的狭い開口を有す
る。案内部材５００は、任意の適切な材料、例えば金属やプラスチック等から形成され得
る。円錐台形キャビティ５１０の比較的狭い開口を通って嵌まるような外径を有する位置
合わせピン５２０が提供される。
【００７０】
　ステップ（ｃ）での湾曲した矢印によって示されるように、接着性の可撓性支持体２５
０によって支持されたフレックスフォイル２０１は、円錐台形キャビティ５１０の比較的
広い開口に面する位置合わせピン５２０の一部分の周りに巻かれ、その後、巻かれたフレ
ックスフォイル２０１及び接着性の可撓性支持体２５０を含む位置合わせピン５２０の部
分が、ステップ（ｃ）での直線状の矢印によって示されるように円錐台形キャビティ５１
０を通して引っ張られ、それにより、円錐台形キャビティ５１０の比較的狭い開口の内面
が、接着性の可撓性支持体２５０によって支持された巻かれたフレックスフォイル２０１
でライニングされる。
【００７１】
　この時点で、この狭い開口が円錐台形キャビティ５１０の円筒形部分の一部を形成する
ことがあり、この円筒形部分が、超音波プローブ、例えば超音波プローブで先端として使
用されるときの本体２００の所望の長さに対応する長さｌと、そのような超音波プローブ
で先端として使用されるときの本体２００の所望の外径に対応する内径ｄとを有すること
に留意されたい。
【００７２】
　得られた構造がステップ（ｄ）に示されている。ステップ（ｄ）は、案内部材５００を
通して一部引っ張られた後の位置合わせピン５２０を概略的に示す。余分な接着性の可撓
性支持体２５０、即ち、そのテーパ付き部分は、例えばカッティングによって位置合わせ
ピン５２０から除去され、その後、位置合わせピン５２０は、案内部材５００から除去さ
れ、それにより、ステップ（ｅ）に示されるように、可撓性支持体２５０によって支持さ
れたフレックスフォイル２０１でライニングされた円錐台形キャビティ５１０の円筒形部
分を残す。明示的には示されていないが、本体接触部分２３０は、可撓性支持体２５０に
よって支持されたフレックスフォイル２０１の露出縁部に露出されることを理解されたい
。
【００７３】
　この構造は、ステップ（ｆ）に示されるように、可撓性支持体２５０によって支持され
たフレックスフォイル２０１の露出縁部にＩＣダイ１００を取り付けるために使用され得
る。取付プロセス中にＩＣダイ１００を一時的に支持するために、任意選択的に裏当て部
材５５０が使用され得、例えば、コンタクトプレート１３０の接触面部分１３２とフレッ
クスフォイル２０１の縁部２２０上の本体接触部分２３０との間の相互接続の形成中に、
ＩＣダイ１００に追加の安定性を提供し、この相互接続は、任意の適切な態様で、例えば
前述したようなはんだ付け又は接着によって形成され得る。裏当て部材５５０は、これら
の相互接続の完了後に除去され得、その後、ＩＣダイ１００を含む本体２００が案内部材
５００から取り出され得る。
【００７４】
　代替として、裏当て部材５５０は、例えば、ＩＣダイ１００を本体２００に挿入する前
に、裏当て部材５５０上で本体２００内に接着剤の層を挿入することによって、ＩＣダイ
１００に固着され得る。この実施形態では、案内部材５００は、好ましくは接着剤との親
和性が低い材料からなり、即ち、接着剤は、案内部材５００の材料に十分には接着せず、
例えば接着剤の硬化後に、案内部材５００からの本体２００／裏当て部材５５０／ＩＣダ
イ１００アセンブリの解放を容易にする。
【００７５】
　本体２００／裏当て部材５５０／ＩＣダイ１００のアセンブリは、開口５１０を通して
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裏当て部材５５０を押圧することによって案内部材５００から解放され得る。ＩＣダイ１
００の裏面に裏当て部材５５０を含むことは、例えば、超音波プローブの先端にあるとき
にＩＣダイ１００を通って進む音波を吸収するのに有利であり得る。超音波プローブの先
端は、その後、フレックスフォイル２０１を含む本体２００の弧状区域２０４内にＰＣＢ
を配置し、ＰＣＢコンタクトをフレックスフォイル２０１の導電性トラック２３２に接続
することによって完成され得る。これは、それ自体良く知られているため、簡潔にするた
めに、更に詳細には説明しない。
【００７６】
　そのような前方視超音波プローブの非限定的な例が、図９に概略的に示される。前方視
超音波プローブ１０、ここではカテーテルは、本体２００（支持されたフレックスフォイ
ル２０１を含む）を備え、本体２００上にＩＣダイ１００が前述したように取り付けられ
、即ち、ＩＣダイ１００のコンタクトプレート１３０をフレックスフォイル２０１の縁部
２２０にある本体接触部分２３０に接触させることによって取り付けられる。本体２００
は、超音波プローブ１０の可撓性の先端を画定し得る。本体２００の環状区域２０２は、
ＩＣダイ１００を収容し、一方、本体２００の弧状区域２０４は、回路基板コンタクト３
１０を有するＰＣＢ３００の一部を収容し、回路基板コンタクト３１０は、相互接続２４
０（例えばボンドワイヤ等）によって本体２００の導電性トラック２３２（図９には図示
せず）に導電結合される。このために、導電性トラック２３２は、典型的には、ＰＣＢコ
ンタクト３１０との相互接続を形成するための第２の更なる導電性接触面としての役割を
果たす部分を備える。
【００７７】
　ＰＣＢ３００は、典型的には、本体２００と反対側の区域で導電性ワイヤ４１０（例え
ば同軸ケーブル）に接続され、この導電性ワイヤ４１０は、例えば、以下により詳細に説
明するように、ＰＣＢ３００を外部データプロセッサ及び／又は制御ユニット（図示せず
）に接続し得る。導電性ワイヤ４１０（例えば同軸ケーブル）は、本体４００（例えばフ
ァイバ）内に収容され得、その本体４００に、超音波プローブ１０の先端が取り付けられ
る。
【００７８】
　ＰＣＢ３００は、例えば以下により詳細に説明するようなマイクロビームフォーマ等、
何らかの信号処理回路構成３２０を備え得る。超音波プローブ１０の先端は、電気絶縁保
護材料、例えば適切な樹脂でカバーされ得、超音波プローブ１０の使用中に外部環境、例
えば（腐食性の）体液への露出からＰＣＢ３００及び先端の導電性部分を保護する。これ
は完全に通常的なことであるため、任意の適切な保護材料がこの目的で使用され得ると言
えば十分である。そのような材料は、当業者には容易に入手可能である。
【００７９】
　図１０を参照すると、本発明の一実施形態によるアレイトランスデューサプローブを有
する超音波診断撮像システムの例示的実施形態が、ブロック図の形式で示されている。図
１０で、ＩＣダイ１００（図１０には図示せず）上のＣＭＵＴトランスデューサアレイ１
１０が、超音波プローブ１０内に提供されて、超音波を送信して、エコー情報を受信する
。代替として、トランスデューサアレイ１１０は、チタン酸ジルコン酸鉛（ＰＺＴ）又は
ポリフッ化ビニリデン（ＰＶＤＦ）等の材料から形成された圧電トランスデューサ素子を
備え得る。トランスデューサアレイ１１０は、２Ｄ平面内での、又は３Ｄ撮像のためには
３次元でのスキャンを可能にするトランスデューサ素子の１次元又は２次元アレイであり
得る。
【００８０】
　トランスデューサアレイ１１０は、プローブ１０内のマイクロビームフォーマ１２に結
合され、マイクロビームフォーマ１２は、ＣＭＵＴアレイセル又は圧電要素による信号の
送信及び受信を制御する。マイクロビームフォーマは、例えば米国特許第５，９９７，４
７９号（Ｓａｖｏｒｄ　ｅｔ　ａｌ．）、米国特許第６，０１３，０３２号（Ｓａｖｏｒ
ｄ）、及び米国特許第６，６２３，４３２号（Ｐｏｗｅｒｓ　ｅｔ　ａｌ．）で述べられ
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ているように、トランスデューサ素子のグループ又は「パッチ」によって受信された信号
の少なくとも部分的なビームフォーミングを可能である。
【００８１】
　マイクロビームフォーマ１２は、プローブケーブル、例えば同軸ケーブル４１０によっ
て送信／受信（Ｔ／Ｒ）スイッチ１６に結合され、Ｔ／Ｒスイッチ１６は、送信と受信を
切り替え、マイクロビームフォーマが存在しない又は使用されていないときには主ビーム
フォーマ２０を高エネルギー送信信号から保護し、トランスデューサアレイ１１０は、主
システムビームフォーマ２０によって直接操作される。マイクロビームフォーマ１２の制
御下でのトランスデューサアレイ１１０からの超音波ビームの送信は、Ｔ／Ｒスイッチ１
６によってマイクロビームフォーマに結合されたトランスデューサ制御装置１８と、主シ
ステムビームフォーマ２０とによって指令され、主システムビームフォーマ２０は、ユー
ザによるユーザインターフェース又は制御パネル３８の操作からの入力を受信する。トラ
ンスデューサ制御装置１８によって制御される機能の１つは、ビームが操舵及び合焦され
る方向である。ビームは、トランスデューサアレイ１１０から直進するように（トランス
デューサアレイ１１０に直交に）、又はより広い視野のためには様々な角度で操舵され得
る。トランスデューサ制御装置１８は、ＣＭＵＴアレイ１１０用のＤＣバイアスコントロ
ール４５を制御するように結合され得る。例えば、ＤＣバイアスコントロール４５は、Ｃ
ＭＵＴアレイ１１０のＣＭＵＴセル１５０に印加されるＤＣバイアス電圧を設定する。
【００８２】
　マイクロビームフォーマ１２によって生成された部分的にビームフォーミングされた信
号は、主ビームフォーマ２０に転送され、そこで、トランスデューサ素子の個々のパッチ
からの部分的にビームフォーミングされた信号が組み合わされて、完全にビームフォーミ
ングされた信号になる。例えば、主ビームフォーマ２０は、１２８個のチャネルを有し得
、各チャネルが、数十又は数百個のＣＭＵＴトランスデューサセル１５０（図２参照）又
は圧電要素のパッチから、部分的にビームフォーミングされた信号を受信する。このよう
にして、トランスデューサアレイ１１０の数千個のトランスデューサ素子によって受信さ
れた信号が、単一のビームフォーミングされた信号に効率良く寄与することができる。
【００８３】
　ビームフォーミングされた信号は、信号処理装置２２に結合される。信号処理装置２２
は、受信されたエコー信号を、バンドパスフィルタリング、デシメーション、Ｉ及びＱ成
分分離、並びに高調波信号分離等、様々な態様で処理することができる。高調波信号分離
は、線形信号と非線形信号とを分離するように機能し、組織及び微小泡から返される非線
形（基本周波数のより高い調波）のエコー信号の識別を可能にする。
【００８４】
　信号処理装置２２は、任意選択的に、スペックル低減、信号複合、及び雑音除去等、追
加の信号強調を実施し得る。信号処理装置２２内のバンドパスフィルタは追跡フィルタで
あり得、その通過帯域は、エコー信号が受信される深さが増加するにつれて、より高周波
数のバンドからより低周波数のバンドにスライドし、それにより、より大きい深さからの
より高い周波数での雑音を除去する。ここで、これらの周波数は、解剖学的情報を含まな
い。
【００８５】
　処理された信号は、Ｂモードプロセッサ２６及び任意選択的にドップラープロセッサ２
８に結合される。Ｂモードプロセッサ２６は、体内の臓器及び血管の組織等、体内の構造
を撮像するために、受信された超音波信号の振幅の検出を採用する。例えば米国特許第６
，２８３，９１９号（Ｒｏｕｎｄｈｉｌｌ　ｅｔ　ａｌ．）及び米国特許第６，４５８，
０８３号（Ｊａｇｏ　ｅｔ　ａｌ．）に述べられているように、身体の構造のＢモード画
像は、高調波画像モード、基本波画像モード、又は両方の組合せで形成され得る。
【００８６】
　存在する場合には、ドップラープロセッサ２８は、画像領域内の血球の流れ等、物質の
運動を検出するために、組織の動き及び血流からの時間的に異なる信号を処理する。ドッ
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プラープロセッサは、典型的には、体内の選択されたタイプの物質から返されるエコーを
通過及び／又は阻止するように設定され得るパラメータを有する壁フィルタを含む。例え
ば、壁フィルタは、より高速の物質からの比較的低い振幅の信号を通過させ、より低速又
は速度ゼロの物質からの比較的強い信号を阻止する通過帯域特性を有するように設定され
得る。
【００８７】
　この通過帯域特性は、流れる血液からの信号を通過させ、近くの静止している又はゆっ
くりと動く物体、例えば心臓壁からの信号を阻止する。組織の動きを検出して表す組織ド
ップラー撮像と呼ばれるものに関しては、逆の特性が、動いている心臓の組織からの信号
を通過させ、血流信号を阻止する。ドップラープロセッサは、画像領域内の様々な点から
の時間的に異なるエコー信号のシーケンスを受信して処理する。特定の点からのエコーの
シーケンスは、アンサンブルと呼ばれる。ドップラー周波数と血流速度を示す速度との相
関関係と共に、流れる血液のドップラーシフト周波数を推定するために、比較的短いイン
ターバルにわたって急速に連続して受信されるエコーのアンサンブルが使用され得る。よ
り長い期間にわたって受信されるエコーのアンサンブルが、よりゆっくりと流れる血液又
はゆっくりと動く組織の速度を推定するために使用される。
【００８８】
　Ｂモード（及びドップラー）プロセッサによって生成される構造及び運動信号は、スキ
ャンコンバータ３２及びマルチプラナリフォーマッタ４４に結合される。スキャンコンバ
ータ３２は、所望の画像フォーマットで、エコー信号が受信された空間的関係でエコー信
号を構成する。例えば、スキャンコンバータが、エコー信号を２次元（２Ｄ：two dimens
ional）扇形フォーマット又はピラミッド形の３次元（３Ｄ：three dimensional）画像に
構成することができる。
【００８９】
　スキャンコンバータは、画像領域内の点におけるドップラー推定速度での運動に対応す
る色をＢモード構造画像にオーバーレイすることができ、画像領域内の組織の動き及び血
流を示すカラードップラー画像を生成する。マルチプラナリフォーマッタ４４は、例えば
米国特許第６，４４３，８９６号（Ｄｅｔｍｅｒ）で述べられているように、身体の体積
領域内の共通平面内の点から受信されたエコーを、その平面の超音波画像に変換する。ボ
リュームレンダラ４２は、米国特許第６，５３０，８８５号（Ｅｎｔｒｅｋｉｎ　ｅｔ　
ａｌ．）で述べられているように、３Ｄデータセットのエコー信号を、所与の参照点から
見た投影３Ｄ画像に変換する。
【００９０】
　２Ｄ又は３Ｄ画像は、スキャンコンバータ３２、マルチプラナリフォーマッタ４４、及
びボリュームレンダラ４２から画像プロセッサ３０に結合されて、画像ディスプレイ４０
上での表示のために更なる強調、バッファリング、及び一時記憶を行う。撮像に使用され
るものに加えて、ドップラープロセッサ２８によって生成される血流値と、Ｂモードプロ
セッサ２６によって生成される組織構造情報とが、定量化プロセッサ３４に結合される。
定量化プロセッサは、血流の体積流量等、様々な流れ条件の尺度と、臓器サイズ及び在胎
齢等、構造的測定値とを生成する。定量化プロセッサは、測定が行われるべき画像の解剖
学的構造での点等、ユーザコントロールパネル３８からの入力を受信し得る。
【００９１】
　定量化プロセッサからの出力データは、グラフィックスプロセッサ３６に結合され、グ
ラフィックスプロセッサ３６は、測定グラフィックス及び値をディスプレイ４０上に画像
として再生するためのものである。グラフィックスプロセッサ３６はまた、超音波画像と
共に表示するためのグラフィックオーバーレイを生成することもできる。これらのグラフ
ィックオーバーレイは、患者名、画像の日付及び時間、並びに撮像パラメータ等の標準的
な識別情報を含むことができる。これらの目的のために、グラフィックスプロセッサは、
患者名等、ユーザインターフェース３８からの入力を受信する。
【００９２】
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　また、ユーザインターフェースは、送信制御装置１８に結合されて、トランスデューサ
アレイ１１０からの超音波信号の発生を制御し、従ってトランスデューサアレイ及び超音
波システムによって生成される画像を制御する。また、ユーザインターフェースは、マル
チプラナリフォーマット（ＭＰＲ：multiple multiplanar reformatted）画像の画像領域
内で定量測定を行うために使用され得る複数のＭＰＲ画像の平面を選択及び制御するため
のマルチプラナリフォーマッタ４４に結合される。
【００９３】
　当業者には理解されるように、超音波診断撮像システムの上記の実施形態は、そのよう
な超音波診断撮像システムの非限定的な例を与えるものと意図される。当業者は、超音波
診断撮像システムのアーキテクチャの幾つかの変更形態が、本発明の教示から逸脱するこ
となく実現可能であることを即座に理解されよう。例えば、上記の実施形態でも示したよ
うに、例えば、マイクロビームフォーマ１２及び／又はドップラープロセッサ２８が省略
され得、超音波プローブ１０は、３Ｄ撮像機能を有さないことができる。他の変形形態は
、当業者には明らかであろう。
【００９４】
　上述の実施形態は、本発明を限定することなく例示するものであり、添付の請求項の範
囲から逸脱することなく、当業者が多くの代替実施形態を設計することが可能であること
に留意されたい。特許請求の範囲において、括弧内の任意の参照符号は、特許請求の範囲
を限定するものとは解釈されないものとする。語「備える」は、特許請求の範囲で列挙さ
れるもの以外の要素又はステップの存在を除外しない。ある要素に先立つ語「１つの（a
）」又は「１つの（an）」は、複数のそのような要素の存在を除外しない。本発明は、複
数の異なる要素を備えるハードウェアによって実施され得る。幾つかの手段を列挙するデ
バイスクレームでは、これらの手段の幾つかは、同一のハードウェア要素によって具現化
され得る。特定の手段が相互に異なる従属請求項に記載されていることのみでは、これら
の手段の組合せが有利に使用され得ないことを示さない。
【図１－１】 【図１－２】
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【図９】 【図１０】



(22) JP 6495322 B2 2019.4.3

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  ヤコブス　エグベルトゥス　レイニエル
            オランダ国　５６５６　アーエー　アインドーフェン　ハイ　テック　キャンパス　５
(72)発明者  ウィーカンプ　ヨハネス　ウィルヘルムス
            オランダ国　５６５６　アーエー　アインドーフェン　ハイ　テック　キャンパス　５
(72)発明者  レイケルス　ニールス　コーネリス　ウィルヘルムス　ヨハネス
            オランダ国　５６５６　アーエー　アインドーフェン　ハイ　テック　キャンパス　５

    審査官  冨永　昌彦

(56)参考文献  特表２００３－５２０４６６（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許出願公開第２００３／００５２３５５（ＵＳ，Ａ１）　　
              特開２００６－３３２７９９（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２００９／１３９４００（ＷＯ，Ａ１）　　
              米国特許出願公開第２０１１／００７１３９６（ＵＳ，Ａ１）　　
              特開２０１３－２２６３９０（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許出願公開第２０１３／０２６１４２５（ＵＳ，Ａ１）　　
              特表２０１１－５０５２０６（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許出願公開第２０１０／０２８０３８８（ＵＳ，Ａ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６１Ｂ　　　８／００　－　　８／１５
              Ｈ０４Ｒ　　　１／００　－　３１／００　　　
              　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

